
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への
臨時特別給付（先行給付金））等）の補助対象事業費を過大に精算していたもの

（ 3件 不当と認める国庫補助金 7,900,000円）
「子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金））」及び「子育て世帯等臨

時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金、クーポン給付））」（以下、これらを合わせ

て「子育て世帯支援事業」という。）は、「令和 3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱」

（令和 3年 11月 26日府政経運第 398号内閣総理大臣通知別紙。以下「交付要綱」という。）に基づき、新型コロ

ナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、そ
ひら

の未来を拓く観点から、臨時特別の給付を実施することにより、子育て世帯に対する適切な配慮を行

うことを目的とするものである。

交付要綱等によれば、市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、令和 3年 9月分の児童手当法（昭和 46

年法律第 73号）による児童手当（児童手当法附則第 2条第 1項の給付を除く。以下同じ。）の受給者、 3

年 9月 30日において 15歳に達する日以後の最初の 3月 31日を経過した児童であって 18歳に達する

日以後の最初の 3月 31日までの間にある者を養育する者（所得額が児童手当法施行令（昭和 46年政令第

281号）第 1条に規定する額（以下「所得制限限度額」という。）未満の者に限る。）等に対して、児童 1人当

たり 10万円等（以下「子育て給付金」という。）を支給することとされている。

また、交付要綱によれば、市町村は、事業実績報告書等を都道府県に提出し、都道府県は、その内

容を審査することとされている。そして、国は、市町村が支給対象者に支給した子育て給付金につい

て、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付している。

本院が、 8道県の 148市町村において会計実地検査を行ったところ、 3県の 3市において、支給対

象とならない者や既に支給を受けている者に対して子育て給付金を支給したり、子育て給付金の支出

手続を取りやめていて支給の事実がなかったりしていたことを把握していたにもかかわらず、誤っ

て、これらに係る金額を控除することなく補助対象事業費に含めていたため、補助対象事業費が過大

に精算されていて、これに係る補助金計 7,900,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、 3市において補助対象事業費の算定に対する理解及び確認が十

分でなかったこと、 3県において事業実績報告書等に対する審査が十分でなかったことなどによると

認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

〈事例〉

さいたま市は、令和 3年度の子育て世帯支援事業の補助対象事業費を 17,799,850,000円と算定した事業実績

報告書等を埼玉県に提出し、これにより同額の補助金の交付を受けていた。

同市は、所得制限限度額を超えるなどしていて支給対象とならない者に対して子育て給付金を支給したり、

既に子育て給付金の支給を受けている者に対して重複して支給したりしていて、子育て給付金計 4,400,000円

を誤って支給していた。また、同市は、子育て給付金計 400,000円を支給しようとしたものの、支給対象者が

振込先の銀行口座を解約するなどしたまま連絡が取れない状況となったため、支出手続を取りやめていて支給

していなかった。

しかし、同市は、上記の状況を把握していたにもかかわらず、誤って、これら計 4,800,000円を控除するこ

となく補助対象事業費に含めていた。
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このため、補助対象事業費 4,800,000円が過大に精算されていて、これに係る補助金同額が過大となってい

た。

以上を部局等別に示すと次のとおりである。

部 局 等 補助事業者
（事業主体）

補 助 事 業 年 度 事 業 費 左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める事業
費

不当と認
める国庫
補助金相
当額

摘 要

千円 千円 千円 千円
（ 5） 埼 玉 県 さいたま市 子育て世帯

等臨時特別
支援事業費
補助金（子
育て世帯等
臨時特別支
援（子育て
世帯への臨
時特別給付
（先行給付
金））等）

3 17,799,850 17,799,850 4,800 4,800 誤って支給
した額及び
支給の事実
がなかった
額を含めて
いたもの

（ 6） 神奈川県 横 浜 市 同 3 42,645,900 42,645,900 1,700 1,700 誤って支給
した額を含
めていたも
の

（ 7） 福 岡 県 北 九 州 市 同 3 13,201,600 13,201,600 1,400 1,400 同
（ 5）―（ 7）の計 73,647,350 73,647,350 7,900 7,900
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